
 

 

令和４年度６月補正予算案主要事項説明 

 

教 育 委 員 会  

事業名 京の史跡・歴史遺産活用整備事業費 
新規・ 

継続の別 
新 規 

予算額 ２７，０００千円 

国 庫 起 債 その他 一般財源 

5,000 － － 22,000 

事業内容 

 

目 的 

 

対 象 

 

方法等 

 

１ 目  的 

  現在の国の礎となった「恭仁宮」（国指定史跡）を、広く知り・触れる

ための環境整備や、府南部地域振興の拠点とするための検討を開始する。 

 

２ 内  容  

 (1) 特別史跡昇格に向けた価値付け作業  

   特別史跡昇格に向けて、これまでの調査結果の総括を行う価値付け作 

業や、全国の専門家が集まる学術フォーラムを開催 

 

 

(2) 恭仁宮の活用整備に向けた検討  

 ・「恭仁宮活用整備検討協議会」を設置 

・史跡の活用整備にあたり必要となる諸条件の確認を行う調査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

担当課名 文化財保護課 記念物係 

 

電話番号 

 

075-414-5903 

 

 資料－４  

＜参考：恭仁宮の概要＞ 

・木津川市加茂町の国道 163 号線沿いに所在 

・奈良時代の３年間余り（740～744 年）、日本の首都として平城京から遷都され、

平城宮の中心建物である大極殿などをそのまま移築して建設 

・聖武天皇が、墾田永年私財法(743 年）や国分寺建立の詔(741 年)を発布された地 


